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仕事を探している人の気持ち・・・                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような問題の解決方法のひとつとして・・・ 

              

 

 

「新はつらつ職場づくり宣言」がお勧めです！！ 

残業を減らしたり休みを増やし

たりしているけど、そのことをうまく

ＰＲできない。。。 

 

人を募集しても 

全然来てくれない 

 

新しく人が入ってもすぐに

やめていってしまう 

 

建設の仕事に興味はあるけど、

どの会社を選べばいいかわから

ない 

有給休暇を

ちゃんと取らせ

てくれる会社

で働きたい 

自分の時間も大切にしたい

から残業とか休日労働が多

い会社は避けたい 

子供ができても安心

して働き続けられる

会社がいいな

ハラスメントのない

職場で働きたい 

監督署に寄せられる労働相談

で一番多いのは有給休暇に関

する相談です。多くの人が大き

な関心を持っています。 

「新はつらつ職場づくり宣言」 

をお勧めします！！ 



１ 新はつらつ職場づくり宣言ってなに？ 

労働者がはつらつと働ける職場をつくることを宣言して、そのことをみんなに知ってもらうための制度です。 

宣言の内容は、例えば、 

 毎週水曜日と給料日を「ノー残業デイ」とし、残業時間の削減に努めます 

 誕生日休暇、年３日のリフレッシュ休暇を導入し、有給休暇の取得を促進します 

 労働災害をなくすため、４S（整理、整頓、清掃、清潔）活動に積極的に取り組みます 

 全員参加でリスクアセスメントを実施し、職場から危険の芽を摘み取ります 

 従業員のスキルアップの取組みとして、各種資格取得のための受験料・受講料等の援助をしま

す 

 コミュニケーションを大切にし、ハラスメントのない職場を目指します 

といったものです。 

もれなく額に入った、けっこう立派な登録証と宣言書を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新はつらつ職場づくり宣言をすればどんな効果が？ 

効果その１ みんなにＰＲできる 

労働者が働きやすい職場をつくっていることを求人票や会社のホームページや岐阜労働局のホーム

ページに載せることができるから、みんなに PR できるので、会社の取組みに共感してくれる人材の新た

な獲得につながる 

※ 新しく何かに取り組まないと宣言ができないわけではありません。 

※ 今まで取り組んできたことを改めて宣言することでもＯＫです。 

 

効果その２ 離職率の低下 

労働者を大切にする会社の姿勢を労働者全員に知ってもらうことで、安心して長く働き続けてもらう

ことができるので、離職率の低下につながる 

 

効果その３ モチベーションアップ 

働きやすい職場をつくることで従業員のモチベーションアップにつながる 



３ 思わぬうれしい効果も！？ 

 従業員同士のコミュニケーションがよくなり、品質・生産性が向上した 

 年休の取得率向上に伴い、従業員同士の協力意識が高まった 

 他の従業員が休業した際のフォロー体制ができた 

 社内の雰囲気がよくなった 

 社内全体で仕事に対する意識レベルが向上した 

 社員ひとりひとりの能力がアップし、仕事の幅が広がった 

 家族や友人との時間も大切にでき、仕事への意欲にもつながるようになった 

 

 

 

 

 

 

 

４ 宣言の方法は？ 

 



 

 

「登録申請書」に必要事項を記載の上、「宣言書」を添付し、 

公益社団法人岐阜県労働基準協会連合会あて 

ＦＡＸ（０５８－２７０－０３８８）をお願いします。 

 

 

５ （最後に）宣言することのデメリットは？ 

宣言したからにはしっかり取り組まねば、というプレッシャーがかかる。。。かもしれませんが、まずは、自社で

できる範囲の取組みから始めてみませんか？？？ 

 

 


